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○日野市子育てモバイルサービス広告掲載取扱要綱 

平成27年12月１日 

制定 

改正 令和３年４月１日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、日野市がインターネット上に公開している子育てモバイルサービス

「ぽけっとなび」（以下「子育てモバイルサービス」という。）に広告を掲載すること

について、必要な事項を定めるものとする。 

（広告の種類及び範囲） 

第２条 子育てモバイルサービスに掲載できる広告は、市民生活の利便性の向上に寄与す

るものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 

(1) 子育てモバイルサービスの公共性及びその品性を損なうおそれのあるもの 

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２

条に掲げる営業に該当するもの 

(3) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの 

(4) 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの 

(5) 政治活動、選挙、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの 

(6) 前各号に掲げるもののほか、子育てモバイルサービスの広告として適当でないと認

められるもの 

２ 前項の規定は、子育てモバイルサービスに掲載した広告からのリンク先として広告主

（第８条に規定する広告主をいう。）が指定したホームページ（以下「広告主のホーム

ページ」という。）及び当該広告主のホームページにおいて掲載されている広告主以外

の情報の内容について適用する。 

（広告の掲載位置等） 

第３条 広告の掲載場所は、子育てモバイルサービスのトップページにおいて、市が指定

する位置とする。 

（広告の掲載期間） 

第４条 広告の掲載期間は、１カ月を単位とする。 

２ 前項の場合において、月の初日から当該月の末日までを１カ月として算定する。 
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（広告の規格） 

第５条 子育てモバイルサービスに掲載する広告の規格は、次のとおりとする。 

(1) 縦100ピクセル 

(2) 横320ピクセル 

(3) データ量５KB以内 

(4) GIF形式（GIFアニメ可） 

(5) 画像の点滅がある場合は、１秒以上の間隔をあけること。 

（広告掲載料） 

第６条 広告の掲載料は、広告１枠につき月額18,000円とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同一の広告を６カ月以上連続して掲載する場合の掲載料は、

次の各号に掲げる掲載月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 

(1) ６～11カ月 16,000円（１枠当たり月額） 

(2) 12カ月以上 14,000円（１枠当たり月額） 

（広告主の公募） 

第７条 市長は、原則として、市広報、市ホームページ及び子育てモバイルサービスにお

いて広告主を公募するものとする。 

（広告掲載の申込み及び決定） 

第８条 子育てモバイルサービスに広告を掲載しようとする者（以下「申込者」という。）

は、日野市子育てモバイルサービス広告掲載申込書（第１号様式。以下「申込書」とい

う。）を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。 

２ 広告掲載の申込みは、申込者１人につき、掲載を希望する期間中１枠とする。 

３ 市長は、第１項の申込書を受理したときは、掲載の可否を決定し、日野市子育てモバ

イルサービス広告掲載決定通知書（第２号様式）又は日野市子育てモバイルサービス広

告非掲載決定通知書（第３号様式）により申込者に通知しなければならない。 

（広告の版及び版代） 

第９条 前条第３項の規定により広告掲載の決定を受けた者（以下「広告主」という。）

は、市長が指定する期日までに、広告原稿を提出しなければならない。 

２ 広告主は、広告原稿を作成するに当たっては、掲載する広告のデザインに関して必要

な事項は、事前に市と協議しなければならない。 

３ 広告原稿の内容及び作成経費は、広告主の責任及び負担とする。 
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（広告掲載料の納付） 

第10条 広告主は、第８条第３項の規定による広告掲載の決定を受けたときは、市が発行

する納付書により、当該納付書発行日から起算して30日以内に、広告掲載料を全額前納

しなければならない。 

（広告掲載料の返還） 

第11条 既納の広告掲載料は、返還しない。ただし、市の都合により広告の掲載ができな

くなった場合は、この限りでない。 

（広告主の届出義務） 

第12条 広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、日野市子育てモバイルサービ

ス広告申込内容変更届（第４号様式）により、速やかに市長に届け出なければならない。 

(1) 広告の掲載を取り下げるとき。 

(2) 広告を差し替えるとき。 

(3) 広告主のホームページのアドレスを変更するとき。 

(4) 広告主のホームページに障害等が発生したとき。 

(5) 前各号に規定するもののほか、日野市子育てモバイルサービス広告掲載申込書又は

その添付書類の記載内容に変更があったとき。 

（広告掲載の取消し） 

第13条 市は、広告主が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告の掲載期間

中であっても、広告の掲載を取り消すことができる。 

(1) 広告主のホームページが、市への事前の連絡なく、閉鎖されたとき。 

(2) 広告主のホームページの内容が、広告掲載申込時から変更され、第２条の規定に反

する状態に至っていると判断したとき。 

(3) 広告主の反社会的行為又は非社会的行為等広告主に関係する事情により、当該広告

主の広告を掲載することが不適当であると判断したとき。 

(4) 広告掲載料を所定期日までに納入しなかったとき。 

(5) 当該広告を掲載することにより、子育てモバイルサービスの公共性を害するおそれ

が生じたとき。 

(6) 広告主から広告掲載の取消しの申出があったとき。 

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めたとき。 

（損害賠償請求） 
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第14条 前条第２号及び第３号に該当する事由により市が被害を被った場合は、市長は広

告主に対し損害賠償請求を行うことができるものとする。 

（委任） 

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成27年12月１日から施行する。 

付 則（令和３年４月１日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市子育て情報サイト広告掲載取扱

要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使

用することができる。 
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